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八潮市保育士奨学金返済支援事業補助金交付要綱 

 

令和６年４月８日市長決裁  

 

（目的）  

第１条 この要綱は、市内保育所等で新たに就労する保育士の奨学金返済に係る費用の一部

を支援することにより、市内における保育人材の確保を図り、もって保育士が働きやすい

環境を整備することを目的とする。 

２ 八潮市保育士奨学金返済支援事業補助金（以下「補助金」という。）は、予算の範囲内

において交付するものとし、補助金の交付手続等に関しては、八潮市補助金等交付規則（平

成元年八潮市規則第２号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 保育士 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第１８条の４

に規定する保育士をいう。 

(2) 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８３条に規定する大学、同法第 

１０８条に規定する短期大学又は同法第１２５条に規定する専修学校の専門課程をいう。 

(3) 対象施設 次のアからエまでのいずれかに該当する八潮市以外の者が運営する市内の

施設又は事業所とする。 

ア 法第３９条第１項に規定する保育所 

イ 就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園 

ウ 法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業を行う事業所（小規模保育事業Ｃ型

を行う事業所を除く。） 

エ 法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業を行う事業所 

（補助対象者）  

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、次の各号の

いずれにも該当する保育士とする。 

(1) 大学等の在学中に奨学金の貸与を受けて修学した者 

(2) 令和６年４月１日以降に対象施設において、次のいずれかの要件に該当する常勤の保

育士として新たに雇用された保育士であって、継続して勤務する者 

ア 当該対象施設の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数
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（１か月に勤務すべき時間数が１２０時間以上であるものに限る。）に達していること。 

イ ア以外の者であって、１日６時間以上月２０日以上勤務すること。 

(3) 過去に常勤に限らず保育士としての勤務実績がない者。ただし、埼玉県保育士奨学金

返済支援事業実施要綱に基づく事業を実施する市町村内で複数の対象施設等に連続して

勤務する場合は、当該勤務は継続とし、勤務実績がない者とみなす。 

(4) 類似の奨学金返済支援の補助を受けていない者 

（対象奨学金）  

第４条 補助金の対象とする奨学金は、対象者が就学時又は在学期間中の学費に充てること

を主な目的として、自己の名義で借り受けた資金であって、次のいずれかに該当するもの

とする。 

(1) 日本学生支援機構奨学金 

(2) あしなが育英会奨学金 

(3) 交通遺児育英会奨学金 

(4) その他これらに類する資金として、市長が奨学金に準ずると認めるもの 

（対象期間） 

第５条 補助金の支給の対象期間は、対象者が第３条に規定する要件を満たした日の属する

月（当該日が月の初日でない場合は翌月）から５年間とする。ただし、同条の要件を満た

さなくなった場合は、当該日が属する月（当該日が月の末日でない場合は前月）を終期と

する。 

（補助金額） 

第６条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費を比較して少ない方の額とする。た

だし、算出された額に１,０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

する。 

（交付申請)  

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、八潮市保育士奨

学金返済支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

(1) 雇用証明書（様式第２号） 

(2) 採用時の履歴書の写し 

(3) 保育士証の写し 

(4) 奨学金貸与を証明できる書類の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請書の提出期限は、市長が別に定めるものとする。 
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（交付決定）  

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、補

助金の交付の可否を決定し、八潮市保育士奨学金返済支援事業補助金交付（不交付）決定

通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

（変更申請） 

第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

申請した内容に変更があったときは、八潮市保育士奨学金返済支援事業補助金変更申請書

（様式第４号）に市長が必要と認める書類を添えて遅滞なく市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の変更の申請があったときは、当該変更申請に係る内

容を審査し、八潮市保育士奨学金返済支援事業補助金変更決定通知書（様式第５号）によ

り交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告及び補助金の交付) 

第１０条 交付決定者は、市長が定める日までに、八潮市保育士奨学金返済支援事業補助金

実績報告書兼請求書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

(1)  雇用証明書 

(2)  奨学金返済の事実を証明できる書類 

(3)  振込先金融機関預金通帳又はキャッシュカードの写し 

(4)  その他市長が必要と認める書類 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１１条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) この要綱の規定に反したとき。 

２ 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、

既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

（責務） 

第１２条 交付決定者は、保育の質の向上のために自己研鑽に努めるとともに、同一の事業

者の運営する保育所等に継続して勤務するように努めなければならない。 

（事業の廃止等） 

第１３条 市長は、国、県の保育人材確保策の状況、待機児童の状況及び保育人材確保の状

況に変動があった場合は、当該補助事業について廃止、縮小その他見直しを行う。 
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（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則  

この要綱は、令和６年４月８日から施行し、令和６年４月１日から適用する。     
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別表（第６条関係）  

 

基準額 対象経費 

保育士１人当たり年額１８０，０００円を上限とす

る。 

（保育士１人当たり１５，０００円に対象期間の月

数を乗じた額） 

対象者が奨学金の返済に要する費

用（元金及び利息に限る。） 

 

 


